
議第３号 

 

令和５年度寒河江市一般会計補正予算（第９号）説明書 

 

このたびの補正予算は、将来の市有施設整備に向けた積立を行うため基金管理

事業費の追加等を行うものです。 

その結果、歳入歳出それぞれ４億７，２９９万９千円を追加し、予算総額を 

２４６億４，３９１万６千円とするものです。 

 以下、その大要について御説明申しあげます。 

歳出予算については、 

第２款総務費は、将来の市有施設整備に向けた積立を行うため、 

基金管理事業費２億４，８６８万円を追加するのが主なものです。 

第３款民生費は、保育施設に係る公定価格の上昇に対応するため、子ども・子

育て支援給付事業費１億５，４６２万円を追加するのが主なものです。 

第４款衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種に係る過年度の国庫支出金

の剰余金返還のため、新型コロナウイルスワクチン接種事業費 

２，７５１万１千円を追加するのが主なものです。 

第６款農林水産業費は、農地利用最適化交付金の内示額の増により、農業委員

会管理運営事業費３４１万５千円を追加するのが主なものです。 

第９款消防費は、西村山広域行政事務組合分担金１４万７千円を減額するもの

です。 

第１０款教育費は、夏場のエアコン稼働時間の増加によって電気料金の不足が

見込まれることから、小学校管理事業費７００万円を追加するのが主なものです。 

第１２款公債費は、市債の繰上償還を行うため、７８０万円を追加するもので

す。 



これらの歳出予算に対する歳入については、 

地方特例交付金９８万１千円、地方交付税１億７，７８９万５千円、 

国庫支出金１億８，５２６万３千円、県支出金２，９９９万７千円、 

寄附金７，０００万円、繰越金３億６，２３２万３千円を追加し、 

市税３，５００万円、地方消費税交付金４，４６４万円、 

繰入金１億９，５００万円、市債７，８８２万円を減額し対応することとしまし

た。 

 第２表繰越明許費については、年度内完了が困難である政策推進事業ほか９件

を追加するものです。 

 第３表地方債補正については、臨時財政対策債ほか２件の限度額を変更し、中

心市街地活性化センター整備事業債ほか５件を財源組替えにより廃止するもので

す。 

 以上、補正予算の大要について御説明申しあげましたが、よろしく御審議のう

え御可決くださるようお願い申しあげます。 


